
令和 8年度 いじめ防止基本方針 
（１） 全体構想図 

 

 

学校教育目標 

ふるさとを思い 心豊かでたくましく 学びに向かう児童を育成する 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 家庭・地域との連携 

・PTA(学級PTA,PTA生活指

導部) 

・子ども会育成会 

・校区公民館 

・地域学校協働本部 

 

 
【いじめ対策委員会】 

（年間計画の作成・実行・検証・修正の中核である） 

・目的（いじめ防止に，実効的かつ組織的に取り組む） 

・組織構成 (管理職，生徒指導主任，学年主任，養護教諭，

その他必要に応じた関係者及び外部専門家） 

 

 

 関係機関等との連携 

・学校評議員 

・民生委員 

・学校医 

・警察 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育活動の重点 

①児童が，わかる

授業づくり(授

業改善)に努め

る。 

②児童の居場所

を確保する。 

③児童の自己有

用感を高める。 

 

児童生徒の主体

的な活動 

①いじめ防止標

語作成 

②あいさつ運動

推進 

 

 

 

【いじめの防止】 

・教職員の取組（いじめ問題研修，居場所づくり，わかる授業づく

り，しつけ・規律指導） 

・児童生徒の取組（絆〔友人・集団〕づくり，いじめ防止の児童会

活動） 

・保護者の取組（学級レクリエーション，授業への参加） 

 

 

 

生徒指導体制 

①生活指導部 

②教育相談部 

③特別活動部 

④読書指導部 
 
相談体制 

①家庭訪問 

②教育相談日 

③事例報告会 
 
職員研修の重点 

①いじめ問題研修 

②ネットいじめ研修 

③生徒指導事例研修（

職員会議含む） 

･学校ﾈｯﾄﾊﾟﾄﾛｰﾙ事業

検索結果の活用 

・教育相談員との連携 

・ＳＣ，ＳＳＷとの連携 

・啓発資料の活用 

・生活指導だより発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
【いじめの早期発見】 

・教職員の取組（健康観察，生活ノート等の観察，アンケート調査,

教育個人相談，情報交換会） 

・児童の取組（先生や親への連絡） 

・保護者の取組（教職員との連携づくり，PTAへの参加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

【いじめに対する措置】 

・教職員の取組（いじめの阻止，情報収集，情報共有〔いじめ対策

委〕，事実確認，市教委への報告，被害児とその保護者への支援,

加害児への指導とその保護者への助言，いじめに関わった集団へ

の働きかけ，ネットいじめ対応） 

・保護者の取組（いじめ情報提供） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【年間計画】 

月 月目標 計画及び評価 実態把握等 各教科・道徳･特別活動等 児童会活動 情報ﾓﾗﾙ関連 教育相談 職員研修(案) 

４ 
 年間及び１学期の活動計画の検討 

取組評価アンケートの作成 

学校楽しぃーと ｢いじめ問題を考える週間｣の実施 

関連した道徳科の授業，SGE 

あ
い
さ
つ
運
動
（
長
期
休
業
中
を
除
く
） 

 各教科における指導計画の

確認 

個別面談 

ひまわり相談旬間 

学校基本方針の確認 

５  実態に基づいた対応策の検討     全保護者対象教育相談 具体的な対応の在り方 

６   生活調査 校内人権週間   個別面談 家庭との連携の在り方 

７  取組評価ｱﾝｹｰﾄの実施    携帯･ﾈｯﾄ利用実態調査 個別面談  

８ 

 取組評価ｱﾝｹｰﾄ集計，取組の検証 

２学期の活動計画の検討 

  

 
 

 

 

 

 取組評価結果から 

生徒指導事例研修 

情報モラル研修 

９ 
 

 

実態に基づいた対応策の検討 

 

学校楽しぃーと ｢いじめ問題を考える週間｣の実施

関連した道徳科の授業，SGE 

 学級ＰＴＡにおける情報モ

ラルについての話題提供 

個別面談 

ひまわり相談旬間 

 

１０       個別面談 具体的な対応の在り方 

１１   生活調査    個別面談  

１２ 
 

 

取組評価ｱﾝｹｰﾄの実施，集計， 

取組の検証 

 

 

校内人権週間 人権標語作成  

 

個別面談 取組評価結果から 

 

１ 
  学校楽しぃーと ｢いじめ問題を考える週間｣の実施

関連した道徳科の授業，SGE 

いじめ防止評

語作成 

 個別面談 

ひまわり相談旬間 

具体的な対応の在り方 

２  取組評価ｱﾝｹｰﾄの実施，集計，     個別面談  

３  取組の検証 次年度活動計画案作成       

 ※「学校楽しぃーと」は妙小タイム(朝活)を中心に実施（分析後，気になる児童の聞き取りまで行う） 

 ※ 学期始め，妙小タイム（学級の時間等）を中心に構成的グループエンカウンター(SGE)を実施し，よりよい人

間関係づくりを通して，いじめや不登校の未然防止に努める。 
 

仕
組
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（５） いじめ発生の対応 

いじめの認知に向け日頃からアンケート調査・教育相談等により正確な実態把握に努める。また，いじめを認知 

した場合，ただちに生徒指導担当者に報告し，校長のリーダーシップのもと，組織的に事案の対応にあたる。 

   ア 対応の手順 

    ○ 学校内で解決を目指す比較的軽度な事象（Ⅰ）                     

      

 

 

 

 

 

 

 

    ○ 学校内での解決を目指すが，対応が複雑又は困難な事象（Ⅱ） 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

    ○ 学校内だけでは解決が困難な事象（Ⅲ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   イ いじめの深刻度の目安 

 

 

 

 
 
 
   ウ 具体的な指導・支援 

   （ア） 児童への指導・支援 
 いじめられた児童に対して いじめた児童に対して 友人・知人（観衆・傍観者）の児童に対して 

内容 

○ 事実確認とともに，まず，つらい今の
気持ちを受け入れ，共感することで心の
安定を図る。 

○「最後まで守り抜くこと」「秘密を守る
こと」を伝える。 

○ 必ず解決できる希望がもてることを

伝える。 
○ 自信を持たせる言葉をかける等，自尊
感情を高めるよう配慮する。 

○ いじめた気持ちや状況などについて
十分に聞き，子どもの背景にも目を向け
指導する。 

○ 心理的な孤立感・疎外感を与えないよ
うにするなど一定の教育的配慮のもと，
毅然とした対応と粘り強い指導を行い，

いじめが人として決して許されない行
為であることやいじめられる側の気持
ちを認識させる。 

○ 当事者だけの問題にとどめず，学級
及び学年，学校全体の問題として考え，
いじめの傍観者からいじめを抑止する

仲裁者への転換を促す。 
○「いじめは決して許さない」という毅
然とした姿勢を示す。 

○ あおったり，見て見ぬふりをする行
為も，いじめを肯定していることを理
解させる。 

○ いじめを訴えることは，正義に基づいた
勇気ある行動であることを指導する。 

配慮事項 
•  再発や潜在化 

•  PTSD，自殺危険度のアセスメント 

•  加害者の心理的背景 

•  加害者が被害者になること 

•  観衆，傍観者が加害者・被害者に成

り得ること 

   （イ） 保護者との連携 
いじめられた児童の保護者に対して いじめた児童の保護者に対して 

○ 発見したその日のうちに，家庭訪問等で保護者に面談し，事実関係を伝える。 
○ 学校の指導方針を伝え，今後の対応について協議する。 

○ 保護者のつらい気持ちや不安な気持ちを共感的に受け止める。 
○ 継続して家庭と連携を取りながら，解決に向かって取り組むことを伝える。 
○ 家庭で子どもの変化に注意してもらい，どのようなささいなこと

でも相談するよう伝える。 

○ 正確な事実関係を説明し，いじめられた子どもや保護者のつらく
悲しい気持ちを伝え，よりよい解決を図ろうとする思いを伝える。 

○「いじめは決して許されない行為である」という毅然とした姿勢を
示し，事の重大さを認識させ，家庭での指導を依頼する。 

○ 子どもの変容を図るために，今後のかかわり方などを一緒に考え，

具体的な助言を行う。 

 

Ⅰ ・一対一の比較的軽度な言葉 ・からかい 無視 等 

Ⅱ ・数名の軽度な言葉，仲間はずれ，無視・蹴る，叩く，足かけ，物隠し等  

Ⅲ 
・長期間の集団無視，強要 ・服を脱がせる等の重度な実害 ・いじめによる不登校 
・怪我を伴う暴力，恐喝，窃盗，強姦，PTSDと診断される，自傷行為，死を語る 等 
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